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事 業 活 動 に 係 る 法 令 の 遵 守 の 状 況

イオンモールは、資源エネルギーを有効に活用し、サービスの質を高めながら
も、
環境への影響を最小にするモールづくりを通じて、持続可能な社会の実現をめざ
します。
そのため、環境方針を以下のとおり定め、
あわせて、多くのお客さまとのコミュニケーションと地域貢献の履行に努めてま
いります。
 
1．イオンモールは、気候変動緩和及び気候変動への適応に貢献します。
2．イオンモールは、地球資源を保全し、循環型社会の構築をめざすため、ゼロ
エミッションモールを実現します。
3．イオンモールは、生物多様性及び生態系の保護を推進します。
4．イオンモールは、お客さまをはじめとするパートナーさまの生活環境の向上
と、地域社会の発展と環境保全に貢献します。
5．イオンモールは、環境法規制や当社が受け入れを決めた要求事項を順守しま
す。
6．イオンモールは、環境マネジメントシステムを構築し、事業部門ごとに目
的・目標を制定し汚染を予防する体制を築き、環境パフォーマンスを向上するた
めの継続的な改善を推進します。
7．イオンモールは、従業員全員で環境意識を高め、お客さま・パートナーさま
と取組みの輪を広げていきます。
8．この方針を当社従業員及びともに働く従業員に周知するとともに、当社の環
境情報を公開いたします。

環境に配慮した事業活動を自主的に進めていくため
の目標（以下「目標」という。）

法規制遵法中

目標を達成するための取組の成果及び当該成果に対
する評価

・紙使用・コピー・プリント使用の台帳管理の徹底
・省エネルギーシステムを導入し、今まで以上にエネルギーの効率化を
図る
・公共交通機関利用促進のため、土日は駅からのシャトルバス運行
・廃棄物保管庫へ計量ｼｽﾃﾑを導入し、計量分別の徹底教育

基 本 方 針

ECO1J0013

環境マネジメントシステムの評価及び見直しの内容

イオンモール株式会社全体としては、社内においてＣＳＲ会議を毎月行
い評価や見直しなどを行っている。
各モールとしては毎月の数値管理を行い、イオンモール環境マネジメン
トマニュアルに沿って、不適合が発生した場合には是正を行っていくＰ
ＤＣＡサイクルで常に評価と見直しを計っている。

目 標 を 達 成 す る た め の 取 組 の 進 捗 状 況

・電気使用量　96.3%で達成
・CO2排出量　95.1%で達成
・コピー用紙購入量　86.5%で達成
・カラーコピー・プリント数　90.6%で達成
・バス乗車人数拡大　108.3%で未達成
・可燃廃棄物　　87.7%で達成

環境マネジメントシステム導入報告書
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報告者の氏名（法人にあっては，名称及び代表者名）
イオンモール株式会社
代表取締役社長　吉田　昭夫

　京都市地球温暖化対策条例第２２条第２項の規定により報告します。

導 入 年 月 日

認 証 番 号

・　紙の購入量（枚）　2015年度実績値以下
・　電気使用量（kwh） 2015年度実績同規模3%以下
・　バス乗車率（乗り入れのあるモール）2015年度実績値以上
・　CO2排出量（㎏_Co2）2015年度実績同規模3%以下
・　ｶﾗｰｺﾋﾟｰ・ｶﾗｰ印刷の削減（枚）2015年度実績値以下
・　全社の廃棄物リサイクル率　 雑芥（可燃）
　　排出量2015年度実績値以下
・　公共交通機関の利用促進企画の立案と実行
・　法規制（特に水質関連法）の順守

目 標 を 達 成 す る た め の 取 組 の 内 容

・コピーやプリントの枚数台帳管理やデータ管理
・ファインプリント（プリント枚数管理ソフト）利用の徹底（削減率管理）
・公共交通機関利用促進のための企画立案・実行
・廃棄物分別指導教育の徹底
・照明器具のＬＥＤ化及び省エネルギー設備の導入
・省エネルギー教育の実施

（ 宛 先 ） 京 都 市 長

報告者の住所（法人にあっては，主たる事務所の所在地）
千葉県千葉市美浜区中瀬一丁目5番地1
イオンタワー7階
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